
 
平成28年度                          （平成28年4月～平成29年3月） 

 防火・防災管理講習�内 
東 京 消 防 庁  

防火管理者又は防災管理者として業務を行うために必要な講習を次のとおり実施します。（消防法施行令第３条、第４７条） 

１ 各講習の��者 

��� 防火管理者又は防災管理者になるための資格を��する講習 

東京消防庁管轄区域内の建物等で防火管理者、統括防火管理者、防災管理者又は統括防災管理者として選任される方に限ります。

（選任される予定のない方や東京消防庁管轄区域外で選任される方は受講はできません。） 

※ 必要となる資格及び講習については、防火管理又は防災管理を行う建物等を管轄する消防署に確認してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) �資格者のための再講習（東京消防庁管轄区域内で選任されている方に限ります。）       

                 はい 

 

 

 

                 はい                 はい 

 

 

           いいえ               いいえ 

受講�限について 

 

 

 

２ 受講申請等 － � � 事 項 － 

 (�) 申請場所  

東京都内の各消防署、消防分署又は消防出張所（稲城市を除く。以下「消防署等」という。）   

(2) 受付時� 

月曜日～金曜日 午前９時００分～午後４時３０分（祝休日及び年末年始を除く。） 

 (3) 講習�場 

  □ 試験講習場 （消防技術試験講習場）     千代田区外神田４－１４－４ 

□ 立川防災館 （立川都民防災教育センター）  立川市泉町１１５６－１ 

□ 本所防災館 （本所都民防災教育センター）  墨田区横川４－６－６ 

  (4) 申請方法等 

ア 受講を希望される方は、「防火・防災管理講習受講申請書」に必要事項を記入し、消防署等に持参してください。 

「防火・防災管理講習受講申請書」は、消防署等に準備してあります。 

また、東京消防庁ホームページ（http://www.tfd.metro.tokyo.jp/）から申請書をダウンロードできます。 

   イ 各講習開催月の２ヶ月前に受付を開始します。（例:申請日が４月であれば６月中の講習まで申請できます。） 
※ 防災管理新規講習又は甲種防火管理再講習を受講する方は、申請時に甲種防火管理新規講習の修了証が必要になります。 

※ 防火・防災管理再講習を受講する方は、申請時に甲種防火管理新規講習及び防災管理新規講習の修了証が必要になります。 

(�) 申請締切日 

各講習開催日の前日の午後３時００分まで（締切日が祝休日となる場合は、祝休日前の平日の午後３時００分まで） 

定員になりしだい、申請の受付を締め切ります。 

※ 空席状況は、消防署等又は東京消防庁ホームページ（http://www.tfd.metro.tokyo.jp/）でご確認ください。 

防 火 管 理 講 習 を

受講したことがない方

� 種 防 火 管 理 講 習

修 了 者

甲種防火管理新規講習

修 了 者

� 種 防 火 管 理 講 習 � 種 防 火 管 理 者 

防 火 ・ 防 災 管 理 

新 規 講 習 
※甲種防火管理新規講習修了者は、 
受講することはできません。 

防 災 管 理 者 と し て

選 任 さ れ て い る 。

防 災 管 理 新 規 講 習 防 災 管 理 者 

甲 種 防 火 管 理 者 

防 災 管 理 者 

防火・防災管理再講習 

��の���員が3���以�

の�定防火��物で、防火管

理者に選任されている。 

甲種防火管理者の選任を必要

とする事業所で、防火管理者

に選任されている。 

甲種防火管理再講習 

いいえ 

防火管理者に選任された日の４年前までに講習を修了した方については、防火管理者に選任された日から１年以内

に、それ以外の方については、最後に講習を修了した日以後における最初の４月１日から５年以内に再講習を受講し

なければなりません。(防災管理者についても同様となります。) 

再講習の受講�務なし 

 
平成28年度                          （平成28年4月～平成29年3月） 

 防火・防災管理講習�内 
東 京 消 防 庁  

防火管理者又は防災管理者として業務を行うために必要な講習を次のとおり実施します。（消防法施行令第３条、第４７条） 

１ 各講習の��者 

��� 防火管理者又は防災管理者になるための資格を��する講習 

東京消防庁管轄区域内の建物等で防火管理者、統括防火管理者、防災管理者又は統括防災管理者として選任される方に限ります。

（選任される予定のない方や東京消防庁管轄区域外で選任される方は受講はできません。） 

※ 必要となる資格及び講習については、防火管理又は防災管理を行う建物等を管轄する消防署に確認してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) �資格者のための再講習（東京消防庁管轄区域内で選任されている方に限ります。）       

                 はい 

 

 

 

                 はい                 はい 

 

 

           いいえ               いいえ 

受講�限について 

 

 

 

２ 受講申請等 － � � 事 項 － 

 (�) 申請場所  

東京都内の各消防署、消防分署又は消防出張所（稲城市を除く。以下「消防署等」という。）   

(2) 受付時� 

月曜日～金曜日 午前９時００分～午後４時３０分（祝休日及び年末年始を除く。） 

 (3) 講習�場 

  □ 試験講習場 （消防技術試験講習場）     千代田区外神田４－１４－４ 

□ 立川防災館 （立川都民防災教育センター）  立川市泉町１１５６－１ 

□ 本所防災館 （本所都民防災教育センター）  墨田区横川４－６－６ 

  (4) 申請方法等 

ア 受講を希望される方は、「防火・防災管理講習受講申請書」に必要事項を記入し、消防署等に持参してください。 

「防火・防災管理講習受講申請書」は、消防署等に準備してあります。 

また、東京消防庁ホームページ（http://www.tfd.metro.tokyo.jp/）から申請書をダウンロードできます。 

   イ 各講習開催月の２ヶ月前に受付を開始します。（例:申請日が４月であれば６月中の講習まで申請できます。） 
※ 防災管理新規講習又は甲種防火管理再講習を受講する方は、申請時に甲種防火管理新規講習の修了証が必要になります。 

※ 防火・防災管理再講習を受講する方は、申請時に甲種防火管理新規講習及び防災管理新規講習の修了証が必要になります。 

(�) 申請締切日 

各講習開催日の前日の午後３時００分まで（締切日が祝休日となる場合は、祝休日前の平日の午後３時００分まで） 

定員になりしだい、申請の受付を締め切ります。 

※ 空席状況は、消防署等又は東京消防庁ホームページ（http://www.tfd.metro.tokyo.jp/）でご確認ください。 

防 火 管 理 講 習 を

受講したことがない方

� 種 防 火 管 理 講 習

修 了 者

甲種防火管理新規講習

修 了 者

� 種 防 火 管 理 講 習 � 種 防 火 管 理 者 

防 火 ・ 防 災 管 理 

新 規 講 習 
※甲種防火管理新規講習修了者は、 
受講することはできません。 

防 災 管 理 者 と し て

選 任 さ れ て い る 。

防 災 管 理 新 規 講 習 防 災 管 理 者 

甲 種 防 火 管 理 者 

防 災 管 理 者 

防火・防災管理再講習 

��の���員が3���以�

の�定防火��物で、防火管

理者に選任されている。 

甲種防火管理者の選任を必要

とする事業所で、防火管理者

に選任されている。 

甲種防火管理再講習 

いいえ 

防火管理者に選任された日の４年前までに講習を修了した方については、防火管理者に選任された日から１年以内

に、それ以外の方については、最後に講習を修了した日以後における最初の４月１日から５年以内に再講習を受講し

なければなりません。(防災管理者についても同様となります。) 

再講習の受講�務なし 

 
平成28年度                          （平成28年4月～平成29年3月） 

 防火・防災管理講習�内 
東 京 消 防 庁  

防火管理者又は防災管理者として業務を行うために必要な講習を次のとおり実施します。（消防法施行令第３条、第４７条） 

１ 各講習の��者 

��� 防火管理者又は防災管理者になるための資格を��する講習 

東京消防庁管轄区域内の建物等で防火管理者、統括防火管理者、防災管理者又は統括防災管理者として選任される方に限ります。

（選任される予定のない方や東京消防庁管轄区域外で選任される方は受講はできません。） 

※ 必要となる資格及び講習については、防火管理又は防災管理を行う建物等を管轄する消防署に確認してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) �資格者のための再講習（東京消防庁管轄区域内で選任されている方に限ります。）       

                 はい 

 

 

 

                 はい                 はい 

 

 

           いいえ               いいえ 

受講�限について 

 

 

 

２ 受講申請等 － � � 事 項 － 

 (�) 申請場所  

東京都内の各消防署、消防分署又は消防出張所（稲城市を除く。以下「消防署等」という。）   

(2) 受付時� 

月曜日～金曜日 午前９時００分～午後４時３０分（祝休日及び年末年始を除く。） 

 (3) 講習�場 

  □ 試験講習場 （消防技術試験講習場）     千代田区外神田４－１４－４ 

□ 立川防災館 （立川都民防災教育センター）  立川市泉町１１５６－１ 

□ 本所防災館 （本所都民防災教育センター）  墨田区横川４－６－６ 

  (4) 申請方法等 

ア 受講を希望される方は、「防火・防災管理講習受講申請書」に必要事項を記入し、消防署等に持参してください。 

「防火・防災管理講習受講申請書」は、消防署等に準備してあります。 

また、東京消防庁ホームページ（http://www.tfd.metro.tokyo.jp/）から申請書をダウンロードできます。 

   イ 各講習開催月の２ヶ月前に受付を開始します。（例:申請日が４月であれば６月中の講習まで申請できます。） 
※ 防災管理新規講習又は甲種防火管理再講習を受講する方は、申請時に甲種防火管理新規講習の修了証が必要になります。 

※ 防火・防災管理再講習を受講する方は、申請時に甲種防火管理新規講習及び防災管理新規講習の修了証が必要になります。 

(�) 申請締切日 

各講習開催日の前日の午後３時００分まで（締切日が祝休日となる場合は、祝休日前の平日の午後３時００分まで） 

定員になりしだい、申請の受付を締め切ります。 

※ 空席状況は、消防署等又は東京消防庁ホームページ（http://www.tfd.metro.tokyo.jp/）でご確認ください。 

防 火 管 理 講 習 を

受講したことがない方

� 種 防 火 管 理 講 習

修 了 者

甲種防火管理新規講習

修 了 者

� 種 防 火 管 理 講 習 � 種 防 火 管 理 者 

防 火 ・ 防 災 管 理 

新 規 講 習 
※甲種防火管理新規講習修了者は、 
受講することはできません。 

防 災 管 理 者 と し て

選 任 さ れ て い る 。

防 災 管 理 新 規 講 習 防 災 管 理 者 

甲 種 防 火 管 理 者 

防 災 管 理 者 

防火・防災管理再講習 

��の���員が3���以�

の�定防火��物で、防火管

理者に選任されている。 

甲種防火管理者の選任を必要

とする事業所で、防火管理者

に選任されている。 

甲種防火管理再講習 

いいえ 

防火管理者に選任された日の４年前までに講習を修了した方については、防火管理者に選任された日から１年以内

に、それ以外の方については、最後に講習を修了した日以後における最初の４月１日から５年以内に再講習を受講し

なければなりません。(防災管理者についても同様となります。) 

再講習の受講�務なし 

 
平成28年度                          （平成28年4月～平成29年3月） 

 防火・防災管理講習�内 
東 京 消 防 庁  

防火管理者又は防災管理者として業務を行うために必要な講習を次のとおり実施します。（消防法施行令第３条、第４７条） 

１ 各講習の��者 

��� 防火管理者又は防災管理者になるための資格を��する講習 

東京消防庁管轄区域内の建物等で防火管理者、統括防火管理者、防災管理者又は統括防災管理者として選任される方に限ります。

（選任される予定のない方や東京消防庁管轄区域外で選任される方は受講はできません。） 

※ 必要となる資格及び講習については、防火管理又は防災管理を行う建物等を管轄する消防署に確認してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) �資格者のための再講習（東京消防庁管轄区域内で選任されている方に限ります。）       

                 はい 

 

 

 

                 はい                 はい 

 

 

           いいえ               いいえ 

受講�限について 

 

 

 

２ 受講申請等 － � � 事 項 － 

 (�) 申請場所  

東京都内の各消防署、消防分署又は消防出張所（稲城市を除く。以下「消防署等」という。）   

(2) 受付時� 

月曜日～金曜日 午前９時００分～午後４時３０分（祝休日及び年末年始を除く。） 

 (3) 講習�場 

  □ 試験講習場 （消防技術試験講習場）     千代田区外神田４－１４－４ 

□ 立川防災館 （立川都民防災教育センター）  立川市泉町１１５６－１ 

□ 本所防災館 （本所都民防災教育センター）  墨田区横川４－６－６ 

  (4) 申請方法等 

ア 受講を希望される方は、「防火・防災管理講習受講申請書」に必要事項を記入し、消防署等に持参してください。 

「防火・防災管理講習受講申請書」は、消防署等に準備してあります。 

また、東京消防庁ホームページ（http://www.tfd.metro.tokyo.jp/）から申請書をダウンロードできます。 

   イ 各講習開催月の２ヶ月前に受付を開始します。（例:申請日が４月であれば６月中の講習まで申請できます。） 
※ 防災管理新規講習又は甲種防火管理再講習を受講する方は、申請時に甲種防火管理新規講習の修了証が必要になります。 

※ 防火・防災管理再講習を受講する方は、申請時に甲種防火管理新規講習及び防災管理新規講習の修了証が必要になります。 

(�) 申請締切日 

各講習開催日の前日の午後３時００分まで（締切日が祝休日となる場合は、祝休日前の平日の午後３時００分まで） 

定員になりしだい、申請の受付を締め切ります。 

※ 空席状況は、消防署等又は東京消防庁ホームページ（http://www.tfd.metro.tokyo.jp/）でご確認ください。 

防 火 管 理 講 習 を

受講したことがない方

� 種 防 火 管 理 講 習

修 了 者

甲種防火管理新規講習

修 了 者

� 種 防 火 管 理 講 習 � 種 防 火 管 理 者 

防 火 ・ 防 災 管 理 

新 規 講 習 
※甲種防火管理新規講習修了者は、 
受講することはできません。 

防 災 管 理 者 と し て

選 任 さ れ て い る 。

防 災 管 理 新 規 講 習 防 災 管 理 者 

甲 種 防 火 管 理 者 

防 災 管 理 者 

防火・防災管理再講習 

��の���員が3���以�

の�定防火��物で、防火管

理者に選任されている。 

甲種防火管理者の選任を必要

とする事業所で、防火管理者

に選任されている。 

甲種防火管理再講習 

いいえ 

防火管理者に選任された日の４年前までに講習を修了した方については、防火管理者に選任された日から１年以内

に、それ以外の方については、最後に講習を修了した日以後における最初の４月１日から５年以内に再講習を受講し

なければなりません。(防災管理者についても同様となります。) 

再講習の受講�務なし 

 
平成28年度                          （平成28年4月～平成29年3月） 

 防火・防災管理講習�内 
東 京 消 防 庁  

防火管理者又は防災管理者として業務を行うために必要な講習を次のとおり実施します。（消防法施行令第３条、第４７条） 

１ 各講習の��者 

��� 防火管理者又は防災管理者になるための資格を��する講習 

東京消防庁管轄区域内の建物等で防火管理者、統括防火管理者、防災管理者又は統括防災管理者として選任される方に限ります。

（選任される予定のない方や東京消防庁管轄区域外で選任される方は受講はできません。） 

※ 必要となる資格及び講習については、防火管理又は防災管理を行う建物等を管轄する消防署に確認してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) �資格者のための再講習（東京消防庁管轄区域内で選任されている方に限ります。）       

                 はい 

 

 

 

                 はい                 はい 

 

 

           いいえ               いいえ 

受講�限について 

 

 

 

２ 受講申請等 － � � 事 項 － 

 (�) 申請場所  

東京都内の各消防署、消防分署又は消防出張所（稲城市を除く。以下「消防署等」という。）   

(2) 受付時� 

月曜日～金曜日 午前９時００分～午後４時３０分（祝休日及び年末年始を除く。） 

 (3) 講習�場 

  □ 試験講習場 （消防技術試験講習場）     千代田区外神田４－１４－４ 

□ 立川防災館 （立川都民防災教育センター）  立川市泉町１１５６－１ 

□ 本所防災館 （本所都民防災教育センター）  墨田区横川４－６－６ 

  (4) 申請方法等 

ア 受講を希望される方は、「防火・防災管理講習受講申請書」に必要事項を記入し、消防署等に持参してください。 

「防火・防災管理講習受講申請書」は、消防署等に準備してあります。 

また、東京消防庁ホームページ（http://www.tfd.metro.tokyo.jp/）から申請書をダウンロードできます。 

   イ 各講習開催月の２ヶ月前に受付を開始します。（例:申請日が４月であれば６月中の講習まで申請できます。） 
※ 防災管理新規講習又は甲種防火管理再講習を受講する方は、申請時に甲種防火管理新規講習の修了証が必要になります。 

※ 防火・防災管理再講習を受講する方は、申請時に甲種防火管理新規講習及び防災管理新規講習の修了証が必要になります。 

(�) 申請締切日 

各講習開催日の前日の午後３時００分まで（締切日が祝休日となる場合は、祝休日前の平日の午後３時００分まで） 

定員になりしだい、申請の受付を締め切ります。 

※ 空席状況は、消防署等又は東京消防庁ホームページ（http://www.tfd.metro.tokyo.jp/）でご確認ください。 

防 火 管 理 講 習 を

受講したことがない方

� 種 防 火 管 理 講 習

修 了 者

甲種防火管理新規講習

修 了 者

� 種 防 火 管 理 講 習 � 種 防 火 管 理 者 

防 火 ・ 防 災 管 理 

新 規 講 習 
※甲種防火管理新規講習修了者は、 
受講することはできません。 

防 災 管 理 者 と し て

選 任 さ れ て い る 。

防 災 管 理 新 規 講 習 防 災 管 理 者 

甲 種 防 火 管 理 者 

防 災 管 理 者 

防火・防災管理再講習 

��の���員が3���以�

の�定防火��物で、防火管

理者に選任されている。 

甲種防火管理者の選任を必要

とする事業所で、防火管理者

に選任されている。 

甲種防火管理再講習 

いいえ 

防火管理者に選任された日の４年前までに講習を修了した方については、防火管理者に選任された日から１年以内

に、それ以外の方については、最後に講習を修了した日以後における最初の４月１日から５年以内に再講習を受講し

なければなりません。(防災管理者についても同様となります。) 

再講習の受講�務なし 

 
平成28年度                          （平成28年4月～平成29年3月） 

 防火・防災管理講習�内 
東 京 消 防 庁  

防火管理者又は防災管理者として業務を行うために必要な講習を次のとおり実施します。（消防法施行令第３条、第４７条） 

１ 各講習の��者 

��� 防火管理者又は防災管理者になるための資格を��する講習 

東京消防庁管轄区域内の建物等で防火管理者、統括防火管理者、防災管理者又は統括防災管理者として選任される方に限ります。

（選任される予定のない方や東京消防庁管轄区域外で選任される方は受講はできません。） 

※ 必要となる資格及び講習については、防火管理又は防災管理を行う建物等を管轄する消防署に確認してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) �資格者のための再講習（東京消防庁管轄区域内で選任されている方に限ります。）       

                 はい 

 

 

 

                 はい                 はい 

 

 

           いいえ               いいえ 

受講�限について 

 

 

 

２ 受講申請等 － � � 事 項 － 

 (�) 申請場所  

東京都内の各消防署、消防分署又は消防出張所（稲城市を除く。以下「消防署等」という。）   

(2) 受付時� 

月曜日～金曜日 午前９時００分～午後４時３０分（祝休日及び年末年始を除く。） 

 (3) 講習�場 

  □ 試験講習場 （消防技術試験講習場）     千代田区外神田４－１４－４ 

□ 立川防災館 （立川都民防災教育センター）  立川市泉町１１５６－１ 

□ 本所防災館 （本所都民防災教育センター）  墨田区横川４－６－６ 

  (4) 申請方法等 

ア 受講を希望される方は、「防火・防災管理講習受講申請書」に必要事項を記入し、消防署等に持参してください。 

「防火・防災管理講習受講申請書」は、消防署等に準備してあります。 

また、東京消防庁ホームページ（http://www.tfd.metro.tokyo.jp/）から申請書をダウンロードできます。 

   イ 各講習開催月の２ヶ月前に受付を開始します。（例:申請日が４月であれば６月中の講習まで申請できます。） 
※ 防災管理新規講習又は甲種防火管理再講習を受講する方は、申請時に甲種防火管理新規講習の修了証が必要になります。 

※ 防火・防災管理再講習を受講する方は、申請時に甲種防火管理新規講習及び防災管理新規講習の修了証が必要になります。 

(�) 申請締切日 

各講習開催日の前日の午後３時００分まで（締切日が祝休日となる場合は、祝休日前の平日の午後３時００分まで） 

定員になりしだい、申請の受付を締め切ります。 

※ 空席状況は、消防署等又は東京消防庁ホームページ（http://www.tfd.metro.tokyo.jp/）でご確認ください。 

防 火 管 理 講 習 を

受講したことがない方

� 種 防 火 管 理 講 習

修 了 者

甲種防火管理新規講習

修 了 者

� 種 防 火 管 理 講 習 � 種 防 火 管 理 者 

防 火 ・ 防 災 管 理 

新 規 講 習 
※甲種防火管理新規講習修了者は、 
受講することはできません。 

防 災 管 理 者 と し て

選 任 さ れ て い る 。

防 災 管 理 新 規 講 習 防 災 管 理 者 

甲 種 防 火 管 理 者 

防 災 管 理 者 

防火・防災管理再講習 

��の���員が3���以�

の�定防火��物で、防火管

理者に選任されている。 

甲種防火管理者の選任を必要

とする事業所で、防火管理者

に選任されている。 

甲種防火管理再講習 

いいえ 

防火管理者に選任された日の４年前までに講習を修了した方については、防火管理者に選任された日から１年以内

に、それ以外の方については、最後に講習を修了した日以後における最初の４月１日から５年以内に再講習を受講し

なければなりません。(防災管理者についても同様となります。) 

再講習の受講�務なし 

 
平成28年度                          （平成28年4月～平成29年3月） 

 防火・防災管理講習�内 
東 京 消 防 庁  

防火管理者又は防災管理者として業務を行うために必要な講習を次のとおり実施します。（消防法施行令第３条、第４７条） 

１ 各講習の��者 

��� 防火管理者又は防災管理者になるための資格を��する講習 

東京消防庁管轄区域内の建物等で防火管理者、統括防火管理者、防災管理者又は統括防災管理者として選任される方に限ります。

（選任される予定のない方や東京消防庁管轄区域外で選任される方は受講はできません。） 

※ 必要となる資格及び講習については、防火管理又は防災管理を行う建物等を管轄する消防署に確認してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) �資格者のための再講習（東京消防庁管轄区域内で選任されている方に限ります。）       

                 はい 

 

 

 

                 はい                 はい 

 

 

           いいえ               いいえ 

受講�限について 

 

 

 

２ 受講申請等 － � � 事 項 － 

 (�) 申請場所  

東京都内の各消防署、消防分署又は消防出張所（稲城市を除く。以下「消防署等」という。）   

(2) 受付時� 

月曜日～金曜日 午前９時００分～午後４時３０分（祝休日及び年末年始を除く。） 

 (3) 講習�場 

  □ 試験講習場 （消防技術試験講習場）     千代田区外神田４－１４－４ 

□ 立川防災館 （立川都民防災教育センター）  立川市泉町１１５６－１ 

□ 本所防災館 （本所都民防災教育センター）  墨田区横川４－６－６ 

  (4) 申請方法等 

ア 受講を希望される方は、「防火・防災管理講習受講申請書」に必要事項を記入し、消防署等に持参してください。 

「防火・防災管理講習受講申請書」は、消防署等に準備してあります。 

また、東京消防庁ホームページ（http://www.tfd.metro.tokyo.jp/）から申請書をダウンロードできます。 

   イ 各講習開催月の２ヶ月前に受付を開始します。（例:申請日が４月であれば６月中の講習まで申請できます。） 
※ 防災管理新規講習又は甲種防火管理再講習を受講する方は、申請時に甲種防火管理新規講習の修了証が必要になります。 

※ 防火・防災管理再講習を受講する方は、申請時に甲種防火管理新規講習及び防災管理新規講習の修了証が必要になります。 

(�) 申請締切日 

各講習開催日の前日の午後３時００分まで（締切日が祝休日となる場合は、祝休日前の平日の午後３時００分まで） 

定員になりしだい、申請の受付を締め切ります。 

※ 空席状況は、消防署等又は東京消防庁ホームページ（http://www.tfd.metro.tokyo.jp/）でご確認ください。 

防 火 管 理 講 習 を

受講したことがない方

� 種 防 火 管 理 講 習

修 了 者

甲種防火管理新規講習

修 了 者

� 種 防 火 管 理 講 習 � 種 防 火 管 理 者 

防 火 ・ 防 災 管 理 

新 規 講 習 
※甲種防火管理新規講習修了者は、 
受講することはできません。 

防 災 管 理 者 と し て

選 任 さ れ て い る 。

防 災 管 理 新 規 講 習 防 災 管 理 者 

甲 種 防 火 管 理 者 

防 災 管 理 者 

防火・防災管理再講習 

��の���員が3���以�

の�定防火��物で、防火管

理者に選任されている。 

甲種防火管理者の選任を必要

とする事業所で、防火管理者

に選任されている。 

甲種防火管理再講習 

いいえ 

防火管理者に選任された日の４年前までに講習を修了した方については、防火管理者に選任された日から１年以内

に、それ以外の方については、最後に講習を修了した日以後における最初の４月１日から５年以内に再講習を受講し

なければなりません。(防災管理者についても同様となります。) 

再講習の受講�務なし 

平成 28 年度



講 習 受 講 時 の 留 � � � 
 

● 講習当日は、受講票、筆��(鉛筆又はシャープペンシル、消しゴム)、身分証明書（運転免許証、運転経歴証明書、パス

ポート、健康保険証、写真付き住民基本台帳カード、個人番号カード、在留カード、特別永住者証明書のいずれかに限る。）

を必ず��してください。修了証交付時に本人確認を行います。 

 なお、受講申請後に氏名等が変更になった場合は、新旧の判る身分証明書が必要になります。 

● 講習では、教材を使用します。教材は講習当日、会場で販売しています。なお、講習科目の一部免除を申請した方も同じ

教材を使用します。 

● 各会場は８時３０分に開場します。 

● 講習科目の一部免除を申請した方は、講習開始時刻の１０分前までに受付へ受講票を提出した後、係員の案内により会場

にお入りください。講習当日に講習科目の一部免除の申請はできませ�。必ず受講申請時に申し出てください。 

● 講習のすべての科目終了後、講習の理解度を確認するための効果測定を行います。(防火・防災管理再講習及び甲種防火管

理再講習を除く。) 

● 講習を都合により欠席される方は、申請した消防�へ��してください。 

● ��として�刻した場合は受講できませ�。また、��した場合も講習修了とは認められませ�。 

● 講義中の携帯電話やスマートフォン、タブレット等の電子機器類の使用、テキスト以外の本や雑誌の読書及び居眠り等の

迷惑行為を行う方は、講習修了と認められない場合があります。 

● 台風その他により、講習日時の変更等、緊急のお知らせがある場合は、東京消防庁ホームページに掲示します。 

 

講習科目の一部免除について 

 

防火・防災管理新規講習及び防災管理新規講習について、自衛消防業務講習、防火対象物点検資格者講習・防災管理点検

資格者講習のいずれかまたは全てを修了した方は、申請により講習科目の一部を免除することができます。申請をする場合

は、必ず受講申請時に資格を証明する免状、修了証を提示してください。なお、効果測定の問題は、免除された講習科目か

らも出題されます。講習当日は開始時刻の１０分前までに受付にお越しください。 

◆ 防火・防災管理新規講習の一部免除 申請により講習科目の一部免除となる講習は、次のとおりです。 

・自衛消防業務講習 ( 自衛消防技術認定証とは異なります。) 

・防災管理点検資格者講習 

・防火対象物点検資格者講習 

  

 ◆ 防災管理新規講習の一部免除 申請により、講習科目の一部免除となる講習は次のとおりです。 

・自衛消防業務講習 (自衛消防技術認定証とは異なります。) 

 

 

修了した講習 
1日目 

２日目 
9:00                   12:00                   17:00 

自衛消防業務講習  
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を必ず��してください。修了証交付時に本人確認を行います。 

 なお、受講申請後に氏名等が変更になった場合は、新旧の判る身分証明書が必要になります。 

● 講習では、教材を使用します。教材は講習当日、会場で販売しています。なお、講習科目の一部免除を申請した方も同じ

教材を使用します。 

● 各会場は８時３０分に開場します。 

● 講習科目の一部免除を申請した方は、講習開始時刻の１０分前までに受付へ受講票を提出した後、係員の案内により会場

にお入りください。講習当日に講習科目の一部免除の申請はできませ�。必ず受講申請時に申し出てください。 

● 講習のすべての科目終了後、講習の理解度を確認するための効果測定を行います。(防火・防災管理再講習及び甲種防火管
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● ��として�刻した場合は受講できませ�。また、��した場合も講習修了とは認められませ�。 

● 講義中の携帯電話やスマートフォン、タブレット等の電子機器類の使用、テキスト以外の本や雑誌の読書及び居眠り等の

迷惑行為を行う方は、講習修了と認められない場合があります。 

● 台風その他により、講習日時の変更等、緊急のお知らせがある場合は、東京消防庁ホームページに掲示します。 
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申請書等の記入��に�いて 
 

 

● 受講申請書及び受講票の太線内を正確に記入してください。 

● 記入は黒色のボールペンを使用し、漢字は楷書で、数字は算用数字で記入してください。 

 

�記入��等� 

 
 

① 申請日の年月日を記入してください。 

② 既得の修了証等をお持ちの方は番号を記入し、修了証等を持参して提示してください。 

③ 講習科目の一部免除を申請される方は、該当する資格にチェックを入れ、免状、修了証の原本を持参して提示してください。 

④ 氏名、生年月日、本籍、職名（職務上の地位）を記入してください。 

⑤ 防火（防災）管理者または、統括防火（防災）管理者として選任されるまたは、選任されている建物名称、事業所名称、 

所在、電話番号及び建物内で使用している階（複数階を使用している場合は、主に使用している階）を記入してください。 

なお、選任先の記入のないものや東京消防庁管轄区域外が記入されているものは受付できません。 
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なお、選任先の記入のないものや東京消防庁管轄区域外が記入されているものは受付できません。 
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 平 成 ２８ 年 � 講 習 日 �  

防火・防災管理新規講習 
講習時間 午前９時００分～午後５時００分（２日間） 

年月 

会場 

平成28年 平成29年 

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月 １月 ２月 ３月

試験講習場 

11.12 9.10 1.2 4.5 1.2 5.6 3.4 1.2   1.2 1.2 

12.13 10.11 6.7 5.6 2.3 6.7 4.5 7.8   2.3 6.7 

13.14 11.12 7.8 6.7 3.4 7.8 6.7 8.9   4.5 7.8 

16.17 16.17 8.9 7.8 4.5 12.13 11.12 9.10   6.7 8.9 

18.19 17.18 9.10 11.12 8.9 13.14 12.13 14.15   7.8 9.10

25.26 18.19 13.14 12.13 9.10 14.15 15.16 15.16   8.9 11.12

26.27 23.24 14.15 13.14 18.19 20.21 17.18 16.17   13.14 13.14

27.28 24.25 15.16 20.21 22.23 26.27 18.19 19.20   14.15 14.15

 25.26 20.21 25.26 23.24 27.28 19.20 21.22   15.16 15.16

 28.29 22.23 26.27 24.25 28.29 22.23 28.29   20.21 21.22

 30.31 23.24 27.28 25.26  24.25    21.22 22.23

  27.28 28.29 27.28  25.26    22.23 23.24

  28.29 30.31 29.30  26.27    25.26  

    30.31      27.28  

立川防災館 

13.14 9.10 6.7 2.3 1.2 3.4  29.30 3.4 10.11 6.7 1.2 

16.17 11.12 14.15 5.6 23.24    6.7 14.15 18.19 4.5 

18.19 14.15 18.19 11.12     10.11 16.17 22.23 6.7 

27.28 23.24 20.21 19.20     12.13 23.24 25.26 8.9 

  28.29 25.26     19.20 28.29 27.28 11.12

         30.31  13.14

           21.22

本所防災館 

 12.13 2.3 9.10  8.9 13.14 10.11 5.6 16.17 23.24 2.3 

 21.22 4.5 14.15  15.16 27.28 12.13 12.13 21.22  25.26

 26.27    24.25   15.16 26.27   

     29.30       

表中の網掛け部分は、土曜日又は日曜日の講習です。 

※ １日目の講習を欠席された方は、２日目の講習を受講することはできません。 

※ 自衛消防業務講習、防火対象物点検資格者及び防災管理点検資格者の講習のいずれか又は全てを修了している 

方は、講習科目の一部免除を申請することができます。 

※ 甲種防火管理新規講習修了者は受講できません。 
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表中の網掛け部分は、土曜日又は日曜日の講習です。 

※ １日目の講習を欠席された方は、２日目の講習を受講することはできません。 

※ 自衛消防業務講習、防火対象物点検資格者及び防災管理点検資格者の講習のいずれか又は全てを修了している 

方は、講習科目の一部免除を申請することができます。 

※ 甲種防火管理新規講習修了者は受講できません。 
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防災管理新規講習        

講習時間 午前９時３０分～午後４時００分 

年月 

会場 

平成28年 平成29年 

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月 １月 ２月 ３月

試験講習場 19  6     30 13   10 

立川防災館  18  4     14   15 

本所防災館  24    4    24   

※ 甲種防火管理新規講習修了者を対象とした講習です。 

※ 自衛消防業務講習を修了した方は、講習科目の一部免除を申請することができます。 

 

 

乙種防火管理講習 
講習時間 午前９時２０分～午後５時００分 

年月 

会場 

平成28年 平成29年 

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月 １月 ２月 ３月

試験講習場 11  20 8  1 3  9 24 3 6 

立川防災館  25          3 

本所防災館     7   25   17  

 

 

防火・防災管理再講習 
講習時間 午前９時００分～午後０時３０分 

年月 

会場 

平成28年 平成29年 

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月 １月 ２月 ３月

試験講習場 
14 23 24 19 26 20 13 4 14 26 16 3 

25 31      24    24 

立川防災館 
 13 8      5  10 10 

          24  

※ 防火・防災管理新規講習又は防災管理新規講習修了者を対象とした講習です。 

※ 防災管理者に選任されていない方は受講できません。 

 

 

甲種防火管理再講習 
講習時間 午前９時００分～午前１１時３０分 

年月 

会場 

平成28年 平成29年 

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月 １月 ２月 ３月

試験講習場 18  13 29 8   14  13  13 

立川防災館  27        25 1  

※ 甲種防火管理新規講習修了者を対象とした講習です。 
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表中の網掛け部分は、土曜日又は日曜日の講習です。



各会場には、駐車場及び駐輪場がありません。 

自動車・オートバイ・自転車での来場はお断りします。 
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�合せ� 

��消防署 �防�防���� ������������ 
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東京消防庁ホームページ http://www.tfd.metro.tokyo.jp/ 

 

講習会場案内図 
 
    
    
   
 

消防��試験講習場 
神田消防署と合築になっています。入口は

別々で、建物に向かって左側が試験講習場

の入口です。 

■交通機関 

●ＪＲ 秋葉原駅  (電気街口出口) 

              ………徒歩５分 

●銀座線  末広町駅(１番・３番出口) 

              ………徒歩３分 

●日比谷線   秋葉原駅(２番出口) 

              ………徒歩７分 

●都営新宿線  岩本町駅（Ａ３番出口) 

             ………徒歩１０分 

●つくばエクスプレス 秋葉原駅(Ａ２番出口) 

             ………徒歩６分 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

          
 
 

   
 
 
   
 
 

■交通機関 

●ＪＲ 錦糸町駅（北口） 

●京成押上線（都営浅草線）押上駅 

●半蔵門線 錦糸町駅（４番出口） 

押上駅（Ｂ１番出口） 

いずれも徒歩１０分 

■交通機関 

●立川バス ＪＲ立川駅北口１，２番乗場 

立川消防署で下車、駅から概ね１０分 

●多摩都市モノレール 高松駅 徒歩１５分 

立川防災館 本所防災館

消防技術試験講習場


